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帯状疱疹ワクチン定期予防接種実施について（通知） 

 

帯状疱疹ワクチン予防接種の助成をします。 

令和７年度は、以下の対象者が定期接種の対象となります。 

対象者全員に通知しましたが、ご本人が接種を希望される場合のみ接種してください。 

 

１．対象者 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２．接種券有効期間 

令和８年３月３１日まで 

接種期間内に接種できなかった場合、任意接種（全額自己負担）となります。 

 

３．接種方法 

医療機関に予約し、同封の予診票を使用して接種してください。 

 

４．ワクチンの種類と町助成額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年　齢 生年月日
 ６５歳 昭和３５年４月２日 ～ 昭和３６年４月１日
 ７０歳 昭和３０年４月２日 ～ 昭和３１年４月１日
 ７５歳 昭和２５年４月２日 ～ 昭和２６年４月１日
 ８０歳 昭和２０年４月２日 ～ 昭和２１年４月１日
 ８５歳 昭和１５年４月２日 ～ 昭和１６年４月１日
 ９０歳 昭和１０年４月２日 ～ 昭和１１年４月１日
 ９５歳 昭和　５年４月２日 ～ 昭和　６年４月１日
 １００歳 大正１３年４月２日 ～ 大正１４年４月１日
 　　　１０１歳以上 大正１３年４月１日以前生まれ

 種　　類 生ワクチン 不活化ワクチン
 接種回数 １回 ２回
 費　　用 １万円程度 ４万円程度（２回分）
 接種方法 皮下注射 筋肉注射
 発症予防効果 6 割程度 9 割程度
 持　続　性 ５年程度 ９年以上
 

その他
免疫機能に異常のある病気の方は接種で

きません。

 

町助成額 上限 4,４00 円
上限 2２,000 円 

（1１,000 円×２回）

（裏面もご覧ください）



※通常、不活化ワクチンの２回を終了するには、２か月を要します。１回目の接種を 

令和８年１月末までに終了している必要があります。早めの接種をご検討ください。 

※接種費用から町助成額を差し引いた金額を、医療機関にお支払ください。 

※接種費用は各医療機関で異なります。 

※生活保護世帯の方は全額公費負担で接種できます。 

 

５．町内の医療機関（※順不同） 
　 

※町外医療機関でも接種することが可能です。医療機関にお問い合わせください。 

 

 

 

◎接種期間外は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。 

１．帯状疱疹ワクチン予防接種説明書（別紙）を読む 

２．医療機関へ予約の電話をする 

３．予診票に漏れなく記入し、予約日に医療機関へ行く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】　　市川三郷町役場いきいき健康課 

電話：０５５-２２４-９０１０　　　FAX：０５５-２７２-１１９８

 医療機関名 住　所 電話番号
 一瀬医院 市川大門７５７－１ ０５５（２７２）０１８３
 立川医院                  高田２４５８        ０５５（２７２）０３５５  
 溝部医院 市川大門１２３５ ０５５（２７２）０００３
 磯野医院                   岩間２１３８         ０５５６（３２）１８８１  
 髙橋医院 岩間１８９０ ０５５６（３２）２５２１
 市川三郷町営国民健康保険診療所 上野２７３１－１    ０５５（２７２）７１１１   
 市川三郷病院 市川大門４２８－１ ０５５（２７２）３０００
 市川メディカルクリニック  高田５１８－１      ０５５（２７２）３３３７  

〜帯状疱疹ワクチン予防接種　接種の手順〜

【予防接種当日の持ち物】 

①帯状疱疹ワクチン予防接種券・予診票 

②健康保険証またはマイナンバーカード等（健康保険証資格確認書等） 

③自己負担金（接種費用から町助成額を差し引いた金額）　　


